
「地球温暖化対策の視点からのまちづくり」における現状分析と対策案

1.　これまでの（地方都市における）まちづくり（二酸化炭素排出量の観点からの比較）

2.　「低CO2排出量型都市」の実現にむけて（案）

都市部における市域拡大

＜都市の拡散に伴う諸問題の顕在化
＞
・都市の維持管理コストの増大
・交通制約者の増大
・交通事故数の増加　・・・

二酸化炭素排出量の
大きい都市

●　緩やかな適用
　↑
○土地空間規制
　（都市計画法等）
　↓
◎　厳格な適用

鉄道事業者等による郊外開発（駅
等を中心とした集約的な都市開発

沿道中心の郊外開発

低CO2排出型都市

徒歩、自転車、公共交通機
関の比較的高い分担率

＜来るべき人口減・高齢化社会
への対応＞
・都市の維持管理コストの抑制

＜要因＞

○潤沢な道路財源
○自動車・道路優先施策
●脆弱な鉄軌道支援策

　　　　　郊外開発の進展
（大規模集客施設・公共施設の郊
外立地の推進）、床面積の増大

公共交通機関の衰退
（路面電車等の廃止）

中心市街地の衰退
（DID人口密度等の減少）

車社会化

●地権者・地域住民の無理解・無関心
●TMOの機能不全

自動車依存型都市

・中心市街地のにぎわい

◎地権者・地域住民の努力・協力
◎外部経済を取り込んだ
鉄道経営等

二酸化炭素排出量の比較的
小さい都市

・人口の増加
・国の施策　（全国総合開発計画など）
・高度経済成長
・人々の所得増加による自動車保有の増
加およびライフスタイルの変化
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　低CO2排出型都市の実現に向けて、
○郊外開発の抑制と都市中心部（集合部）への集約
○自動車利用の抑制と公共交通機関へのシフト　　の2点に加えて、

○自然資本・地域特性を活かしたまちづくりの推進
についての施策をすすめていくことが必要になってくる。

　また、上記の推進にあたっては、
○「まちづくりと環境」に関する人材の育成・活用　が不可欠である。

　新たな
　　・居住地域
　　・商業地域
　　・雇用の場
　　・（自動車増による）都心部の渋滞解消
の必要性

●開発の容易な
地形（広大な平野
部等）
　↑
地形的要因
　↓
○開発上制約の
ある地形

・DID人口密度等の維持
・郊外開発の抑制

＜背景＞



3．「地球温暖化対策の視点からのまちづくり」のための対策案

　

短期的視点
（～5年程度）

中期的視点
（5年～20年）

長期的視点
（20年～）

家　単位

街区　単位

市町村 単位

地域　単位

地方・国 単位

全て

・環境性能に優れた建築・住宅の普及

・公共交通機関の安定的運営のための財政支援や法整備等の検討

・土地利用政策と連携した総合的な交通計画の策定
（新規公共交通機関（LRT等）の導入）
・公共交通の先行整備

・地域エネルギー（地域熱供給等）、自然資本等の選好誘導策等による徹底活用策

                                      ・都市圏－自然圏CDM

・環境とまちづくりに携わる人材の育成・活用

・空間のリサイクル
・集合部の低密度利用の解消策
・中心部（集合部）居住へのインセンティブ

・市民への情報提供

＜凡例＞
黒：郊外開発の抑制と都市中心部(集合部）への集約　　青：自動車利用の抑制と公共交通へのシフト
緑：自然資本・地域特性を活かしたまちづくりの推進　　　赤：「まちづくりと環境」に関する人材の育成・活用

・都市圏の再集約エリアの設定

　・中古住宅の流通促進

・街区の格付け（環境的に優れた街区の評価） ・街区のストック化

・都市（都市圏）の二酸化炭素削減目標の設定
・大規模集客施設の立地に伴う環境影響評価（CO2排出量）の構築
・中心部（集合部）の建築物のストック化のための財政支援策

・交通部門のCO2排出削減目標の設定
・交通機関の分担率目標の設定
・ITの活用による交通手段のシームレス化
・駐輪場の整備による公共交通機関への誘導策
・交通結節点における乗換手段減少策

・開発権取引（都市全体の開発総枠設定、過剰床対策）


